
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

〃

〃

○

〃

〃

担

当

課

（

室

）

○

〃

〃

目

次

○

落

札

者

等

の

決

定

用

度

課

【

告

示

】

○

特

定

施

設

の

設

置

許

可

申

請

環

境

管

理

課

○

救

急

病

院

の

申

出

の

撤

回

医

療

推

進

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

の

辞

退

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

指

障

害

福

祉

課

定

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

名

〃

称

等

の

変

更

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

事

〃

業

の

廃

止

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

介

護

機

関

の

名

〃

称

等

の

変

更

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

介

護

機

関

の

事

〃

業

の

廃

止

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

長

寿

社

会

課

○

漁

船

保

険

付

保

義

務

の

同

意

を

求

め

る

た

め

の

水

産

課

届

出

及

び

指

定

漁

船

調

書

の

縦

覧

【

公

告

】

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

丸
五
ゴ
ム
工
業
株
式
会
社

5
8

住
所

倉
敷
市
上
富
井

氏
名

代
表
取
締
役
社
長

藤
木

達
夫

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
丸
五
ゴ
ム
工
業
株
式
会
社
矢
掛
工
場

4
1
7

所
在
地

小
田
郡
矢
掛
町
東
川
面

平成２８年６月２１日　岡山県公報　第１１７９７号



(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 廃 止

51の２ 51の２
自動車用タイヤ若しく 自動車用タイヤ若しく
は自動車用チューブの は自動車用チューブの
製造業，ゴムホース製 製造業，ゴムホース製
造業，工業用ゴム製品 造業，工業用ゴム製品

種 類 製造業（防振ゴム製造 製造業（防振ゴム製造
業を除く ，更生タ 業を除く ，更生タ。） 。）
イヤ製造業又はゴム板 イヤ製造業又はゴム板
製造業の用に供する直 製造業の用に供する直
接加硫施設 接加硫施設
（No.39） （No.28）

能 力 72.3ｋｇ／回 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに －

工 事 完 成 予 定 年 月 日 着手後１週間 －

使 用 開 始 予 定 年 月 日 平成28年８月 －

25分／回
使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 同左

15時間／日の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 0.29 0.46
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 6.5 7.0
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＢＯＤ（mg／ ） 404.3 549.6�
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／ ） 808.6 1099.2�

Ｓ Ｓ（㎎／ ） 19.0 53.0 同左�

油 分（㎎／ ） 2.6 5.8�

Ｔ－Ｎ（㎎／ ） 6.0 9.9�

Ｔ－Ｐ（㎎／ ） 0.33 0.50�

チウラム（㎎／ ） <0.0006 <0.0006�

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。
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(4) 汚水等の処理施設に関する事項

変更なし

(5) 排水口に関する事項

変更なし

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 平成28年６月21日から同年７月12日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び矢掛町役場

平成２８年６月２１日　岡山県公報　第１１７９７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

次
の
病
院
に
つ
い
て
は
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一

条
の
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
が
撤
回
さ
れ
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

松
田
病
院

所
在
地

玉
野
市
和
田
三

一

二
〇

－
－

二

撤
回
の
時
期

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日

平成２８年６月２１日　岡山県公報　第１１７９７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

辞
退
年
月
日

田
辺
薬
局
寄
島
店

浅
口
市
寄
島
町
三
〇
六
四

平
成
二
十
八
年
六
月
十
九
日

平成２８年６月２１日　岡山県公報　第１１７９７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
四
十
九
条

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平

（
）

（
（

。
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

）
）
。

、

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局

名
称

所
在

地
指
定
年
月
日

奥
玉
病
院

玉
野
市
奥
玉
三
丁
目
２
１
－
７

H
2
8
.
４
.
１

藤
井
ク
リ
ニ
ッ
ク

総
社
市
三
輪
１
０
２
２
－
２

H
2
8
.
４
.
１

備
中
整
形
外
科

高
梁
市
成
羽
町
下
原
２
５
４

H
2
8
.
４
.
１

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
美
の
浜

笠
岡
市
美
の
浜
２
９
－
６
６

H
2
8
.
５
.
１

石
川
病
院

津
山
市
川
崎
５
５
４
－
５

H
2
8
.
５
.
１

北
歯
科
医
院

津
山
市
中
北
下
１
２
６
９
－
９

H
2
8
.
５
.
１

大
前
歯
科
医
院

津
山
市
小
田
中
１
４
４
３
－
７

H
2
8
.
５
.
１
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
四
号

生
活
保
護
法（

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号）

第
五
十
条
の
二（

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律（

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む。

）

の
規
定
に
よ
り

指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た。

、

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局

名
称

所
在

地
変
更
事
項

変
更

前
変

更
後

変
更
年
月
日

高
梁
市
国
民
健
康
保
険
成
羽
病
院
附
属

高
梁
市
備
中
町
長
屋
６
－
１

名
称

高
梁
市
備
中
診
療
所

高
梁
市
国
民
健
康
保
険
成
羽
病
院
附
属

H
2
8
.
４
.
１

備
中
診
療
所

備
中
診
療
所

高
梁
市
国
民
健
康
保
険
成
羽
病
院
附
属

高
梁
市
備
中
町
平
川
６
１
７
２
－
４

名
称

高
梁
市
平
川
診
療
所

高
梁
市
国
民
健
康
保
険
成
羽
病
院
附
属

H
2
8
.
４
.
１

平
川
診
療
所

平
川
診
療
所
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平

（
）

（
（

。
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ

た

）
）
。

っ

、

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局

名
称

所
在

地
廃
止
年
月
日

奥
玉
病
院

玉
野
市
奥
玉
三
丁
目
２
１
－
７

H
28
.
３
.
3
1

藤
井
ク
リ
ニ
ッ
ク

総
社
市
総
社
二
丁
目
１
３
－
２
５

H
28
.
３
.
3
1

備
中
整
形
外
科
病
院

高
梁
市
成
羽
町
下
原
２
５
４

H
28
.
３
.
3
1

石
川
病
院

津
山
市
川
崎
１
３
０
３

H
28
.
４
.
3
0

大
前
歯
科
医
院

津
山
市
小
田
中
１
４
４
３
－
７

H
28
.
４
.
3
0

北
歯
科
医
院

津
山
市
中
北
下
１
２
６
９
－
９

H
28
.
４
.
3
0
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

（
）

（
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が

（
）

）
。

、

。

あ

た
っ

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

１
施
設種

類
名

称
所

在
地

変
更
事
項

変
更

前
変

更
後

変
更
年
月
日

介
護
老
人
保
健
施

老
人
保
健
施
設
の
ぞ
み
苑

津
山
市
川
崎
５
５
４
－
５

所
在
地

津
山
市
川
崎
１
３
０
７

津
山
市
川
崎
５
５
４
－
５

H
2
8
.
５
.１

設

２
事
業
者

種
類

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

変
更
事
項

変
更

前
変

更
後

変
更
年
月
日

居
宅
介
護

株
式
会
社
ザ
グ
ザ

岡
山
市
中
区
清
水
３
６
９

ザ
グ
ス
タ
備
前

備
前
市
大
内
３
２
９
－
２

事
業
所
の
名

ザ
グ
ス
タ
和
気

ザ
グ
ス
タ
備
前

H
2
8
.
４
.１

事
業
者

グ
－
２

称

〃
〃

〃
〃

〃
事
業
所
の
所

和
気
郡
和
気
町
福
富
４
４

備
前
市
大
内
３
２
９
－
２

H
2
8
.
４
.１

在
地

２
－
１

介
護
予
防

株
式
会
社
ザ
グ
ザ

岡
山
市
中
区
清
水
３
６
９

ザ
グ
ス
タ
備
前

備
前
市
大
内
３
２
９
－
２

事
業
所
の
名

ザ
グ
ス
タ
和
気

ザ
グ
ス
タ
備
前

H
2
8
.
４
.１

事
業
者

グ
－
２

称

〃
〃

〃
〃

〃
事
業
所
の
所

和
気
郡
和
気
町
福
富
４
４

備
前
市
大
内
３
２
９
－
２

H
2
8
.
４
.１

在
地

２
－
１

居
宅
介
護

医
療
法
人
蘭
和
会

津
山
市
河
辺
１
１
５
５
－

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

津
山
市
河
辺
１
１
５
５
－

事
業
所
の
名

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
ケ

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

H
2
8
.
４
.１

支
援
事
業

６
蘭
花

６
称

ア
ガ
ー
デ
ン
津
山

蘭
花

者〃
〃

〃
〃

〃
事
業
所
の
所

津
山
市
河
辺
３
３
２
－
１

津
山
市
河
辺
１
１
５
５
－

H
2
8
.
４
.１

平成２８年６月２１日　岡山県公報　第１１７９７号



在
地

６

居
宅
介
護

医
療
法
人
東
浩
会

津
山
市
川
崎
５
５
４
－
５

老
人
保
健
施
設
の
ぞ
み
苑

津
山
市
川
崎
５
５
４
－
５

事
業
所
の
所

津
山
市
川
崎
１
３
０
７

津
山
市
川
崎
５
５
４
－
５

H
2
8
.
５
.１

事
業
者

在
地

介
護
予
防

医
療
法
人
東
浩
会

津
山
市
川
崎
５
５
４
－
５

老
人
保
健
施
設
の
ぞ
み
苑

津
山
市
川
崎
５
５
４
－
５

事
業
所
の
所

津
山
市
川
崎
１
３
０
７

津
山
市
川
崎
５
５
４
－
５

H
2
8
.
５
.１

事
業
者

在
地

平成２８年６月２１日　岡山県公報　第１１７９７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

（
）

（
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の

（
）

）
。

、

。

届
出
が
あ

た
っ

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

事
業
者

種
類

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

廃
止
年
月
日

居
宅
介
護
事
業
者

藤
井

基
弘

総
社
市
三
輪
１
０
２
２
－
２

藤
井
ク
リ
ニ
ッ
ク

総
社
市
総
社
二
丁
目
１
３
－
２
５

H
2
8
.
３
.
3
1

介
護
予
防
事
業
者

藤
井

基
弘

総
社
市
三
輪
１
０
２
２
－
２

藤
井
ク
リ
ニ
ッ
ク

総
社
市
総
社
二
丁
目
１
３
－
２
５

H
2
8
.
３
.
3
1

居
宅
介
護
事
業
者

大
前

博
恵

津
山
市
小
田
中
１
４
４
３
－
７

北
歯
科
医
院

津
山
市
中
北
下
１
３
１
５

H
2
3
.
６
.
3
0

介
護
予
防
事
業
者

大
前

博
恵

津
山
市
小
田
中
１
４
４
３
－
７

北
歯
科
医
院

津
山
市
中
北
下
１
３
１
５

H
2
3
.
６
.
3
0

居
宅
介
護
事
業
者

医
療
法
人
東
浩
会

津
山
市
川
崎
１
３
０
３

石
川
病
院

津
山
市
川
崎
１
３
０
３

H
2
8
.
４
.
3
0

介
護
予
防
事
業
者

医
療
法
人
東
浩
会

津
山
市
川
崎
１
３
０
３

石
川
病
院

津
山
市
川
崎
１
３
０
３

H
2
8
.
４
.
3
0

居
宅
介
護
事
業
者

大
前

正
雄

津
山
市
小
田
中
１
４
４
３
－
７

大
前
歯
科
医
院

津
山
市
小
田
中
１
４
４
３
－
７

H
2
8
.
４
.
3
0

介
護
予
防
事
業
者

大
前

正
雄

津
山
市
小
田
中
１
４
４
３
－
７

大
前
歯
科
医
院

津
山
市
小
田
中
１
４
４
３
－
７

H
2
8
.
４
.
3
0

平成２８年６月２１日　岡山県公報　第１１７９７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

コ
ロ
バ
ン
道
場
高
野

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
高
野
本
郷
一
二
七
九
番
地
二
八

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
医
療
法
人
清
風
会

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
日
本
原
三
五
二
番
地

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
三
〇
一
八
〇
〇

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

平成２８年６月２１日　岡山県公報　第１１７９７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号（

）

、

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
玉
島
乙
島
五
五
二

二

赤
沢

秀
治

－

倉
敷
市
玉
島
乙
島
四
一
七
九

守
屋

倫
之

二

加
入
区

乙
島
・
柏
崎

三

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

寄
島
町
漁
業
協
同
組
合

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
七
月
五
日
ま
で

五

縦
覧
場
所

岡
山
県
農
林
水
産
部
水
産
課

平成２８年６月２１日　岡山県公報　第１１７９７号



〔
二
四
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
字
西
ノ
内
一
一
一
七

六
、
一
一
一
七

七
、
一
一
一
七

八
、
一
一
一

－
－

－

七

九
、
一
一
一
七

一
〇
、
一
一
一
七

一
一

－
－

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

玉
野
市
玉
原
二
丁
目
二
〇

五
三

二
〇
二
号

－
－

入
川

裕
己

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
七
四
号

平成２８年６月２１日　岡山県公報　第１１７９７号



〔
二
四
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
北
溝
手
字
荒
神
後
四
〇
八

四
、
四
〇
八

三
五
、
四
〇
八

四
七

－
－

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
中
畝
九
丁
目
一
五

二
八
カ
ー
サ
ア
ヴ
ェ
ニ
ュ
Ｅ
一
〇
二

－

末
本

光
一

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
四
号

平成２８年６月２１日　岡山県公報　第１１７９７号



〔
二
四
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
上
林
字
佳
美
林
五
七

六

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
茶
屋
町
五
三
四

三
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
三
宅
三
〇
二

－

都
竹

貴
志

都
竹

裕
子

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
六
号

平成２８年６月２１日　岡山県公報　第１１７９７号



〔
二
四
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

小
田
郡
矢
掛
町
小
田
字
新
川
六
五
〇
五

一
、
六
五
〇
五

六
、
六
五
〇
五

八
、
六
五
〇
六

－
－

－

一
、
六
五
〇
七
、
六
五
〇
九

三
、
六
五
一
〇

二
、
六
五
一
一

一
、
六
五
一
二

一

－
－

－
－

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

小
田
郡
矢
掛
町
小
田
六
五
〇
〇

冨
士
ベ
ー
ク
ラ
イ
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

藤
井

良
昭

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
五
七
号

平成２８年６月２１日　岡山県公報　第１１７９７号



〔
二
四
七
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

借
入
件
名
及
び
数
量

庁
用
自
動
車
リ
ー
ス
（
小
型
自
動
車
）

九
台

二

借
入
期
間

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
七
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
八
年
五
月
十
三
日

五

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
ト
ヨ
タ
レ
ン
タ
リ
ー
ス
岡
山

岡
山
市
北
区
厚
生
町
一
丁
目
三
番
一
九
号

六

落
札
金
額

、

、

（

、

、

）

三
〇

八
一
七

五
八
四
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
一

三
二
二

七
八
四
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

平成２８年６月２１日　岡山県公報　第１１７９７号


